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アルゼンティン共和国は広大な国土及び鉱物資源賦存の可能性の高い地質環境を有しています

が、探査・開発が十分に進んでおらず、いまだ鉱物資源の産出量は多くありません。その一因とし

て鉱物資源の探査・開発に必要な基礎的地質情報が整備されていないことがあげられており、今後、

効率的に情報の整備を進めていく必要があります。

そのためアルゼンティン政府は、鉱業庁傘下の地質・鉱業調査所（Argentine Geological and Min-

ing Survey, Servicio Geológico Minero Argentino：ＳＥＧＥＭＡＲ）において1993年より「国家地質・

テーマ別地図作成プログラム」を実施中であり、これらの地図作成作業を効率的に進めていくため

に、人工衛星画像解析（リモートセンシング）を活用すべく、1994年にリモートセンシング・地理

情報システム部を設置しましたが、現状では、人材及び設備の不足が制約要因となり、十分な成果

をあげられない状況にあります。

かかる背景の下、アルゼンティン政府は、先進的な衛星データ処理・解析技術及びそのために必

要な機器・ソフトウェアを導入することにより、地質マッピング作業を効率化することを目的とし、

プロジェクト方式技術協力を我が国に要請してきました。

これを受け、我が国は、2000年６月から11月までの間に３回の短期調査を実施し、事業実施背

景の調査及びプロジェクトの計画や実施体制についてのアルゼンティン側との協議を行い、その結

果を基に、プロジェクト実施の背景、プロジェクトの必要性・妥当性等を説明するためのプロジェ

クトドキュメントの日本側案を取りまとめました。

実施協議調査団は、これらの調査・協議結果を踏まえ、プロジェクトの計画や実施体制、プロ

ジェクトドキュメントの内容について、アルゼンティン側関係機関と最終的に合意し、討議議事録

（Record of Discussions：Ｒ／Ｄ）及び討議議事録覚書（Minutes of Meetings：Ｍ／Ｍ）として取り

まとめ、署名・交換を行いました。

本報告書は、同調査団の調査結果を取りまとめたものです。

ここに本調査団の派遣に関し、ご協力いただいた日本・アルゼンティン両国の関係各位に対し、

深甚の謝意を表するとともに、あわせて今後のご支援をお願いする次第です。
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第１章　実施協議調査団の派遣第１章　実施協議調査団の派遣第１章　実施協議調査団の派遣第１章　実施協議調査団の派遣第１章　実施協議調査団の派遣

１－１　調査団派遣の経緯と目的

アルゼンティン共和国（以下、「アルゼンティン」と記す）は広大な国土及び鉱物資源賦存の可

能性の高い地質環境を有しているが、探査・開発が十分に進んでおらず、いまだ鉱物資源の産出量

は少ない。その一因として鉱物資源の探査・開発に必要な基礎的地質情報が整備されていないこと

があげられており、今後、効率的に情報の整備を進めていく必要がある。

そのためアルゼンティン政府は、鉱業庁傘下の地質・鉱業調査所（Argentine Geological and Min-

ing Survey, Servicio Geológico Minero Argentino：ＳＥＧＥＭＡＲ）において1993年より「国家地質・

テーマ別地図作成プログラム」を実施中であり、これらの地図作成作業を効率的に進めていくため

に、人工衛星画像解析（リモートセンシング）を活用すべく、1994年にリモートセンシング・地理

情報システム部を設置したが、現状では、人材及び設備の不足が制約要因となり、十分な成果をあ

げられない状況にある。

かかる背景の下、アルゼンティン政府は、先進的な衛星データ処理・解析技術及びそのために必

要な機器・ソフトウェアを導入することにより、地質マッピング作業を効率化することを目的とし、

プロジェクト方式技術協力を我が国に要請した。

これを受け、我が国は、2000年６月に第１次短期調査を実施し、事業実施背景を調査するとと

もに、プロジェクトの基本計画及び実施体制についてアルゼンティン側関係機関と協議した。また、

同年８月には第２次短期調査を実施し、第１次短期調査結果を踏まえ、事業実施背景やプロジェク

トの必要性・妥当性について更なる情報収集を行い、これらを説明するためのプロジェクトドキュ

メントの日本側案を作成した。その後、同年10月に第３次短期調査を実施し、技術移転内容、活

動計画、投入計画、達成指標等、プロジェクトの詳細計画についての協議を行うとともに、上記プ

ロジェクトドキュメント案を提示し、アルゼンティン側の見解の確認及び補足的情報収集を行った。

実施協議調査団は、これらの調査・協議結果を踏まえ、プロジェクトの計画や実施体制、プロ

ジェクトドキュメントの内容について、アルゼンティン側関係機関と最終的に合意し、討議議事録

（Record of Discussions：Ｒ／Ｄ）及び討議議事録覚書（Minutes of Meetings：Ｍ／Ｍ）として取り

まとめ、署名・交換を行った。
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１－２　調査団の構成

１－３　調査日程

１－４　主要面談者

＜アルゼンティン側＞

（1）Secretariat of Energy and Mining（エネルギー・鉱業庁）

Mr. Carlos Saravia Frías Secretary

Mr. Carlos A Petersen General Coordinator of Mining

1）ＳＥＧＥＭＡＲ

Mr. Roberto F. N. Page President

Mr. Juan Carlos Sabalúa Executive Secretary

Mr. Jóse E. Mendía Director of Geology and Mineral Resources Institute

（Instituto de Geología y Recursos Minerales：ＩＧＲＭ）
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Ms. Graciela Marín Acting Director of Remote Sensing and GIS Division

（Unidad de Sensores Remotos y Sistema de Información

Geografica：Unidad SR y GIS），ＩＧＲＭ

Mr. Antonio Lizuain Director of Regional Geology Direction（Dirección de

Geología Regional：ＤＧＲ），ＩＧＲＭ

Mr. Mario R. Franchi Coordinator of Program Geological Maps，ＩＧＲＭ

Mr. Eduardo Zappettini Director of Geological and Mining Resources Direction

（Dirección de Recursos Geológico Mineros：ＤＲＧＭ），

ＩＧＲＭ

Mr. Omar R. Lapido Director of Environmental and Applied Geology

Direction（Dirección de Geología Ambiental y Aplicada：

ＤＧＡＡ），ＩＧＲＭ

2）National Direction of Mining（鉱業局）

Mr. Miguel A. Guerrero National Director of Mining

3）ＪＩＣＡ長期専門家

小山　恭一 鉱物資源探査及び鉱業投資促進

（2）Ministry of Foreign Affairs（外務省）

Mr. Fernando R. Lerena Director of Bilateral Cooperation

Ms. Andrea De Fornasari Staff of Bilateral Cooperation

＜日本側＞

（1）在アルゼンティン日本国大使館

渡部　和男 公使

本多　隆 参事官

白瀬　隼人 二等書記官

（2）ＪＩＣＡアルゼンティン事務所

雲見　昌弘 所長

岩谷　寛 次長

Mr. Juan Carlos Yamamoto ナショナルスタッフ
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第２章　調査第２章　調査第２章　調査第２章　調査第２章　調査・・・・・協議結果協議結果協議結果協議結果協議結果

調査・協議項目 これまでの調査・協議結果 対処方針 調査・協議結果

１．プロジェクトの基本
計画
１－１ 技術移転項目 第３次短期調査時のミニッツに

記載した分野は以下のとおり（各
分野ごとの細目については省略）。
１．データの取り扱いと資源衛星
データの基本概念
２．デジタル画像処理及びASTER
データによる鉱物資源・シリカ
含有量別岩質区分テーマ別マッ
ピング
３．ASTERデータの地質マッピン
グ及び鉱物資源探査への応用
４．PALSARデータによるマイク
ロ波データ解析
５．ASTER、PALSARデータによ
る環境調査のイントロダクショ
ン
６．ASTER、PALSARデータによ
るハザードエリア調査のイント
ロダクション
７．ハイパースペクトル解析のイ
ントロダクション

５、６に関し、第１次短期調査
時点ではそれぞれ「環境調査への
応用」「ハザードエリア調査への応
用」としていたが、これらは非常
に幅広い分野であり、本プロジェ
クトの範囲内でその全体を対象と
す る の は 困 難 で あ る た め 、
ASTER、PALSARデータがこれら
の調査にどのように利用できるか
の紹介・導入程度にとどめること
とし、上記のような表現に改めた。
また、第１次短期調査時点では、
５､６の細目を明記していなかっ
たが、本邦においてもASTERデー
タの「環境・ハザードエリア調査
への応用」はまだ本格的に開始さ
れておらず、日本側からアルゼン
ティン側に確実に技術移転できる
分野も限られることを考慮し、第
３次短期調査時には、アルゼン
ティン側の要望も踏まえ、技術移
転可能と思われる以下の分野を現
時点での案としてアルゼンティン
側に示し、了解を得た。

左記を再確認する。 左記を再確認した。
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１－２ マスタープラン
１－２－１ 上位目標

５のASTER、PALSARデータを
用いた環境調査の紹介。
５－１　土地利用調査
５－２　植生調査
５－３　土壌調査
６のASTER、PALSARデータを
用いたハザードエリア調査の紹
介。
６－１　洪水レベル観測
６－２　海岸線モニタリング
６－３　干ばつモニタリング
６－４　火山モニタリング
６－５　地滑りモニタリング

第１次短期調査時点では「資源
探査、地質ハザード・環境調査の
ための基礎的地質情報が整備され
る」とミニッツに記載した。しか
しながら、第３次短期調査時に
「１－２－２　プロジェクト目標」に
記載した理由により、次のとおり
２つに分けた。
（上位目標Ａ）
ＩＧＲＭによって、資源探査の
ための地質図・テーマ図が整備さ
れる。
（上位目標Ｂ）
ＩＧＲＭによって、環境保護、防
災のためのテーマ図が整備され
る。

また、上位目標Ａについては、
テーマ図整備による実際のメリッ
トを分かりやすく示すため、次の
とおりスーパーゴールも記載し
た。
（スーパーゴールＡ）
アルゼンティンにおいて、ＩＧＲＭ
の作成した地質図・テーマ図が鉱
業投資家に活用される。

調査・協議項目 これまでの調査・協議結果 対処方針 調査・協議結果

左記を再確認する。 左記を再確認した。
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調査・協議項目 これまでの調査・協議結果 対処方針 調査・協議結果

第１次短期調査時点では、　
「ＩＧＲＭが先進的衛星データを用
いて質の高いテーマ図を作成でき
る。」とミニッツに記載した。
しかしながら、第３次短期調査
時に、「１－１　技術移転項目」に
記載したとおり、「衛星データの環
境・ハザードエリア調査への利用」
については、どのように利用でき
るかについてのintroductionにとど
めることとしたため、図幅作成方
法指導まで行う「衛星データの資
源探査への利用」とは目標レベル
が異なることになった。
このため、この２つの分野はそ
れぞれ別のプロジェクトとして扱
うこととし、上位目標、プロジェ
クト目標、成果を個別に設定した。

また、第１次短期調査時には、
「ASTERデータによって作成され
る変質鉱物分帯図やシリカ含有量
別岩質区分図」を意図して「テー
マ図」という表現を用いていた。
しかしながら、第３次短期調査
時の協議の結果、アルゼンティン
側のニーズが「これらの図自体が
そのまま外部ユーザーに利用され
るようになることをめざす」とい
うよりは、「これらの図をＩＧＲＭ
自身が利用することにより、現在
も行われている地質図や鉱床生成
図等の作成作業の効率性や精度を
さらに向上させる」というところ
にあることが明確になった。この
ため、変質鉱物分帯図やシリカ含
有量別岩質区分図は、地質図や鉱
床生成図を作成する前段階の材料
と位置づけ、これらをデータセッ
トと呼ぶこととし、「テーマ図」と
いう表現は「鉱床生成図」等のよ
りマニュアル判読・解釈の性格が
強い図幅を指すために用いること
とした。

以上の理由により、第３次短期
調査時のミニッツには以下のとお
り記載した。
（プロジェクト目標Ａ）
ＩＧＲＭが、鉱物資源探査のた
めの地質図・テーマ図を作成する
のに、ASTER、PALSARなどの先
進的衛星データを利用できる。

１－２－２プロジェクト
目標 左記を再確認した。左記を再確認する。
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調査・協議項目 これまでの調査・協議結果 対処方針 調査・協議結果

（プロジェクト目標Ｂ）
ＩＧＲＭが、環境・ハザードエ
リア解析において、A S T E R 、
PALSAR等の先進的衛星データを
どのように利用できるかを理解し
ている。

第３次短期調査時に「１－２－２　
プロジェクト目標」に記載した理
由により、次のとおり２つに分け
た。

（成果Ａ）
１．技術移転体制が確立されてい
る。
２．技術移転に必要な機材、先進的
リモートセンシングデータが適
切に利用、維持管理されている。
３．Ｃ／Ｐが、鉱物資源探査のため
の地質図・テーマ図を作成する
のに、ASTER、PALSARなどの
先進的衛星データを利用できる。
４．セミナー・ワークショップを通
じ、リモートセンシングデータ
の有用性が関係者やユーザーに
理解される。

１－２－３成果 左記を以下のとおり変更
し、アルゼンティン側に提案
する。（変更したのは、下線
を付した部分のみ）

（成果Ａ）
１．ＩＧＲＭにおいて、衛星
データ活用体制が確立され
る。
　（変更理由）
　本プロジェクトでは、単に
技術移転が支障なく行える
ことをめざすのではなく、
プロジェクト終了後にアル
ゼンティン側が独力で衛星
データを活用していけるよ
うになることをめざすた
め。
２．衛星データ活用に必要な
機材・衛星データが適切に
利用・維持管理される。
　（変更理由）
　上記成果A-1と同様。
３．ＩＧＲＭの地質技師が、
鉱物資源探査のための地質
図・テーマ図作成に際し
て、ASTER、PALSAR等の
先進的衛星データを利用す
るために必要な技術を習得
している。

　（変更理由）
　左記の成果 A-3 のように
「利用できる」とすると、必
要な技術を有するだけでな
く、上記A-1、A-2のような､
ハード・ソフト両面のイン
フラの整備が行われている
こと等も含まれてしまうた
め、本項目は「利用するた
めに必要な技術を習得して
いる」という限定的な表現
に改めた。
４．セミナー・ワークショッ
プを通じ、リモートセンシ
ング技術の有用性が関係者
に理解される。

成果２については、より簡
潔・的確な表現にするため、
「機材及び衛星データが適切
に管理・維持される」と変更
した。
その他については、左記案
のまま提案し、アルゼンティ
ン側の了解を得た。
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調査・協議項目 これまでの調査・協議結果 対処方針 調査・協議結果

（成果Ｂ）
１．技術移転体制が確立されてい
る。
２．技術移転に必要な機材、先進的
リモートセンシングデータが適
切に利用、維持管理されている。
３．Ｃ／Ｐが、環境・ハザードエリ
ア解析において、A S T E R 、
PALSAR等の先進的衛星データ
をどのように利用できるかを理
解している。

当初、成果A-3、B-3とも、技術
移転対象者によって分け、それぞ
れＣ／Ｐとなる部署を A-3（リ
モートセンシング・ＧＩＳ部）、A-
4（広域地質局、地質・鉱物資源
局）、B-3（環境・応用地質局）と
することを日本側では考えてい
た。しかしながら、アルゼンティ
ン側は、成果A-3、4のＣ／Ｐ部署
が必ずしも左記のように限定され
ず、複数部署またはＩＧＲＭ全体
が対象になるべきという認識で
あったため、上記のとおり成果Ａ
については３に一本化し、成果B-
3についても「環境・応用地質局の
Ｃ／Ｐ」に限定せず、「Ｃ／Ｐ」と
のみ記載することにした。
なお、個々の技術のＣ／Ｐ部署
は、Plan of Operations（ＰＯ）の
In charge欄に明示した。

（成果Ｂ）
１．ＩＧＲＭにおいて、衛星
データ活用体制が確立され
る。
２．衛星データ活用に必要な
機材・衛星データが適切に
利用・維持管理される。
３．ＩＧＲＭの地質技師が、
環境・ハザードエリア解析
において、A S T E R 、
PALSAR 等の先進的衛星
データをどのように利用で
きるかを理解している。
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調査・協議項目 これまでの調査・協議結果 対処方針 調査・協議結果

第３次短期調査時のミニッツに
添付したＰＯに以下のとおり記載
した。
A1-1 計画どおりスタッフを配置

する。
A1-2 活動計画を策定する。
A1-3 予算計画を策定する。
A1-4 モニタリング・評価計画を

策定し、実施する。
A1-5 合同調整委員会を運営する。
A2-1 機材利用・維持管理計画を

策定し、実施する。
A2-2 データ管理システムを構築

し、運用する。
A2-3 必要な機材を調達し、設置

する。
A2-4　機材利用・維持管理に必要

な予算措置を行う。
A2-5 Ｃ／Ｐに機材利用・維持管

理について指導する。
A3-1 ハードウェア・ソフトウェ

アの導入教育を行う。
A3-2 ASTER シミュレーション

データを利用した地質解析
例を紹介する。

A3-3 Ｃ／ＰにASTERデータ画像
処理技術を指導する。

A3-4 Ｃ／ＰにASTER DEMの利
用について指導する。

A3-5 Ｃ／ＰにASTERデータによ
る変質鉱物分類図・シリカ
含有量別岩質区分図作成に
ついて指導する。

A3-6 Ｃ／Ｐに変質鉱物分類図・
シリカ含有量別岩質区分図
作成のための現地調査につ
いて指導する。

A3-7 Ｃ／ＰにASTERデータによ
る総合的な地質解析につい
て指導する。

A3-8 Ｃ／ＰにPALSARデータ解
析について指導する。

A3-9 Ｃ／Ｐにハイパースペクト
ルデータ解析について指導
する。

A4-1 セミナー・ワークショップ
を開催する。

１－２－４活動 左記を再確認した。
また、2001年の地質図・鉱
床生成図作成予定地域につい
ては、第３次短期調査時に示
された地域に変わりがないこ
とを確認した。
さらに、本プロジェクトの
2001 年のモデルサイトの候
補としてアルゼンティン側が
想定している地域（1：100,000
地質図４か所、鉱床生成図１
か所）も示された。希望理由
を確認したところ、2001年の
1：100,000地質図作成予定地
域10か所、鉱床生成図作成予
定地域６か所のうち、特にポ
テンシャルが高いと思われる
地域とのこと。しかしなが
ら、これらの候補地域の一部
についてはASTERデータ未
取得であることや、モデルサ
イトとして選定する際には技
術移転の対象としての適性
（地質状況の多様性等）も考
慮する必要があることを説明
し、実際のモデルサイト選定
はプロジェクト開始後に日本
側専門家チームと相談の上で
行うよう申し入れ、アルゼン
ティン側の了解を得た。
また、アルゼンティン側
は、春から夏にかけ（10月ご
ろ）、現地調査を行いたいと
考えているため、できれば５
月ごろ、遅くとも９月ごろに
データを入手したいとの希望
が出され、当方からは９月ご
ろならおそらく可能と思われ
るとコメントした。

現時点でのASTER データ
取得済みの地域を示す地図も
アルゼンティン側に示した。

左記を再確認する。
また、2001年の地質図・鉱
床生成図作成予定地域を確
認するとともに、現時点で
ASTERデータ取得済みの地
域を伝える。
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調査・協議項目 これまでの調査・協議結果 対処方針 調査・協議結果

１－３ 投入
１－３－１日本側投入
（1）長期専門家派遣

B-1、2　（A-1、2に同じ）
B3-1 Ｃ／ＰにASTER、PALSAR

データによる環境解析につ
いて指導する。

B3-2 Ｃ／ＰにASTER、PALSAR
データによるハザードエリ
ア解析について指導する。

B3-3 Ｃ／Ｐに環境・ハザード解
析のための現地調査につい
て指導する。

A3-6（現地調査）、A3-7（総合的
地質解析）のモデルサイトについ
て、アルゼンティン側の見解を確
認した結果、アルゼンティン側は、
もともと計画している1：100,000地
質図、1：250,000鉱床生成図作成予
定地域（2001年は地質図10枚、鉱
床成因図６枚に着手予定）のうち、
毎年地質図４枚、鉱床生成図1枚を
本プロジェクトのモデルサイトと
する意向であることが分かった。
今般、2001年の地質図・鉱床生
成図作成予定地域を示した図を入
手したが、この計画が正式に決定
されるのは、12月上旬に予定され
ているＣＯＦＥＭＩＮ（鉱業委員
会）で審議を経たあとになるとの
ことであったため、その結果が出
しだい、当方に連絡するよう依頼
した。現時点では、この点の連絡
をまだ受けていない。
また、調査団より、ASTERデー
タの取得の可否は天候等の条件に
も左右されるものであり、それら
の作成予定地域をカバーするデー
タを取得できるかどうかは定かで
はないことを説明した。アルゼン
ティン側から、データ取得の可否
がいつ判明するかとの質問があっ
たため、12月中・下旬に予定して
いる実施協議調査時に、それまで
に取得できている地域を伝えると
回答した。

第３次短期調査時ミニッツには、
次の分野の長期専門家を派遣する
旨を記載した。
・チーフアドバイザー
・業務調整
・デジタル画像処理
・地質リモートセンシング

左記を再確認する。 左記を再確認した。
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調査・協議項目 これまでの調査・協議結果 対処方針 調査・協議結果

また、現時点での派遣予定時期・
期間（2001年前半から2005年前半
まで４年間）を暫定実施計画
（Tentative Schedule of Implementa-
tion：ＴＳＩ）に記載した。

第３次短期調査時ミニッツ及び
ＴＳＩには、次のとおり短期専門
家を派遣する旨を記載した。
・ＤＥＭソフトウェアインストー
ル：2001年度中盤
・ASTERのイントロダクション：
2001年度中盤
・データ管理システムインストー
ル：2001年度後半
・PALSARデータ解析：（PALSAR：
日本が打ち上げる予定のレー
ダー衛星）
・環境調査：2003年度
・ハザード調査：2004年度前半
・ハイパースペクトルデータ解
析：2004年度後半

第３次短期調査時ミニッツには、
次のとおり記載した。
・人数：２名程度／年
・期間：数週間から２か月程度
・分野：リモートセンシング

アルゼンティン側からは、４～
５名／年の要望があったが、予算
的制約により対応困難であり、受
入人数は平均して２名程度／年
（ただし、年によっては増減の可能
性がある）になることを説明し、ア
ルゼンティン側の了解を得た。

また、2001年度の研修員受入希
望分野・内容・時期・候補者につ
き、11月末までにアルゼンティン
側で検討の上、結果を当方に連絡
するよう依頼した。現時点では、候
補者のみ、次のとおり連絡がきて
いる。
・Mendia氏：ＩＧＲＭ所長
（Project Manager）
・Marin氏：リモートセンシング・
ＧＩＳ部Acting Director
（Coordinator）

（2）短期専門家派遣

（3）研修員受入れ

左記を再確認する。

左記を再確認する。
また、2001年度の候補者２
名に係る研修希望分野・内
容・時期を確認する。

「ＤＥＭソフトウェアイン
ストール」については、それ
以外のソフトウェアのインス
トール時にも短期専門家派遣
が必要であることが判明した
ため、より一般化し、「ソフト
ウェアインストール」と記載
した。

左記を再確認した。
アルゼンティン側は、研修
希望内容として、リモートセ
ンシング関係機関やASTER
サイエンスチームミーティン
グへの参加をあげた。
現時点では、Mendia氏が10
日、Marin 氏は２週間程度の
日本滞在を考えているとのこ
とである。
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調査・協議項目 これまでの調査・協議結果 対処方針 調査・協議結果

（4）機材供与 第１次短期調査で先方所有機材
を確認した結果、以下の構成でア
ルゼンティン側に提示した。
（1）リモートセンシングデータ処
理システム
・ハードウェア（EWS、PC、プリ
ンターなど）
・ソフトウェア（画像処理用、
ＧＩＳ用、グラフィック用等）

（2）現地調査用機材
・スペクトロメーター
・ラジオメーター

これに対し、アルゼンティン側
から、現地調査用機材として、高
精度ＧＰＳ、車両、事務機器を追
加してほしいとの要望があった。
これを受け、再度検討した結果、高
精度ＧＰＳについては必要性を認
め、供与予定機材に含めることと
した。車両については持ち帰り検
討することとした。事務機器につ
いては、アルゼンティン側で負担
するよう申し入れ、了解を得た。
なお、ミニッツ添付の機材リス
トのCategory Aは「アルゼンティ
ン側から要請された機材」という
位置づけであるため、車両につい
てもリストに含めた。
その後、同調査の帰国報告会で
車両の要否について検討した結
果、「リモートセンシング・ＧＩＳ
部が現地調査を実施するのであれ
ば、専用の車両を供与する方がよ
い」との結論になった。
その後、第３次短期調査に向け
て技術移転内容・対象者を検討す
るなかで、現実的には、リモート
センシング・ＧＩＳ部ではなく、広
域地質局（ＤＧＲ）や地質・鉱物
資源局（ＤＲＧＭ）が現地調査を
行うことになると判断し、車両は
供与しないこととし、第３次短期
調査時にその旨を伝えた。これに
対し、アルゼンティン側からは「現
地調査の円滑な実施のために必要
である」と非常に強い要望があっ
たものの、日本側の予算的制約に
より供与は困難である旨を説明
し、了解を得た。
その結果、以下の機材のリスト
を「アルゼンティン側から要請が
あった機材」としてミニッツに添
付した。

左記の（1）リモートセン
シングデータ処理システム
及び（2）現地調査用機材に
加え、（3）ASTERデータ（た
だし、技術移転に必要な分の
み）を追加する。なお、（3）
の調達は 2003 年度（プロ
ジェクト開始後３年目）に行
う予定。
本件については、「６．
ASTER データの入手方法」
に詳述した。

左記のとおりミニッツに記
載した。
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調査・協議項目 これまでの調査・協議結果 対処方針 調査・協議結果

１－３－２アルゼンティ
ン側投入

（1）Ｃ／Ｐ配置

（1）リモートセンシングデータ処
理システム（6,000万円程度）
・ハードウェア（EWS、PC、プリ
ンターなど）
・ソフトウェア（画像処理用、
ＧＩＳ用、グラフィック用等）

（2）現地調査用機材（2,600万円程
度）
・スペクトロメーター
・ラジオメーター
・ＧＰＳ

またＴＳＩに、機材供与（調達）
時期を2000年上半期として記載し
た。

第３次短期調査時の協議結果は
以下のとおり。

（1）フルタイムＣ／Ｐ
第１次短期調査時に申し入れた
とおり、リモートセンシング・Ｇ
ＩＳ部スタッフのうち４名を本プ
ロジェクト専任のＣ／Ｐとする。
実際にどのようなフォーメー
ションで技術移転を行うのかにつ
いては協議する時間がなかったた
め、プロジェクト開始後に検討す
る。

（2）パートタイムＣ／Ｐ
・リモートセンシング・ＧＩＳ部
の上記４名以外のスタッフ
（ＧＩＳアドミニストレーター１
名、リモートセンシングスタッ
フ３名、ＧＩＳスタッフ）は、同
部の従来業務を継続することに
なるが、状況に応じて、プロジェ
クトに参加する。なお、同部には
このほかに、ＧＩＳスタッフ７
名もいる。

・第１次短期調査時には、広域地
質局（ＤＧＲ）及び地方支所のス
タッフのうち、数名（２～４名／
対象地域）を現地調査のための
サポート要員として、またそれに
伴うＯＪＴの対象者として、プ
ロジェクトに参加するよう申し
入れた。

左記を確認する。 左記を確認した。
なお、地質リモートセンシ
ング専門家のＣ／Ｐとして想
定される、地質図・鉱床生成
図作成予定地域ごとの担当
チームは既に決まっていると
のことである。各チームに地
質技師３名とスーパーバイ
ザーがいる模様だ。
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調査・協議項目 これまでの調査・協議結果 対処方針 調査・協議結果

（2）施設・設備

その後、第３次短期調査時に検
討した結果、地質図を作成する
ＤＧＲだけでなく、鉱物資源関
係のテーマ図を作成する地質・
鉱物資源局（ＤＲＧＭ）も現地
調査に係るＯＪＴの対象者とす
べきと思われたため、ＤＧＲ、
ＤＲＧＭ、地方支所から適宜要
員配置を行うよう申し入れ、ア
ルゼンティン側の了解を得た。
アルゼンティン側から示された
人数は以下のとおり。
・ＤＧＲ：地質技師20名
・ＤＲＧＭ：地質技師８名
実際の地質図、テーマ図作成にあ
たっては、ＤＧＲ、ＤＲＧＭ、地
方支所、リモートセンシング・
ＧＩＳ部、州政府機関、大学等
の関係者によるチームが、地図
１枚ごとに構成されるとのこと
であるため、地質リモートセン
シング長期専門家は、各チーム
（アルゼンティン側は、地質図
４枚、テーマ図１枚分を想定）
内のＤＧＲ、ＤＲＧＭスタッフ
をＣ／Ｐにすることになると推
測される。

・「衛星データの環境調査への利
用」の技術移転対象者として、環
境・応用地質局（ＤＧＡＡ）のス
タッフ４名を配置する。

第１次短期調査時点では、ブエノ
ス・アイレス近郊にあるＩＮＴＩの
敷地内に、新施設を建設中であっ
た。
しかしながら、第３次短期調査
時に状況を確認したところ、その
計画は取り止め、ポルトマデーロ
にあるＳＥＧＥＭＡＲ所有施設、
または全く別の建屋への移転を検
討中であり、場合によっては、現
在の施設でプロジェクトを実施す
る可能性もある旨、アルゼンティ
ン側から説明があった。これに対
し、調査団からは、11月末までに
プロジェクトサイトを決定するよ
う申し入れた。

現在の施設で実施するこ
とを再確認し、最新の見取図
を入手する。
また、地質リモートセンシ
ング専門家については、主た
るＣ／ＰがＤＧＲ、ＤＲＧＭ
の地質技師になるため、10
階にあるＤＧＲ内にも地質
リモートセンシング専門家
用の執務室を確保するよう
申し入れる。

アルゼンティン側より現在
の施設で実施する予定であ
り、将来的には移転したいと
考えているものの、プロジェ
クト開始前・期間中に移転す
ることはないとの説明があっ
た。当方からは、プロジェク
トの円滑な実施のために、プ
ロジェクト期間中の移転は行
わないよう依頼し、その旨を
ミニッツに記載した。
地質リモートセンシング専
門家の執務室を 10 階にも確
保するようアルゼンティン側
に申し入れたところ、検討す
る旨回答があった。
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調査・協議項目 これまでの調査・協議結果 対処方針 調査・協議結果

（3）予算措置

また、リモートセンシングデー
タ処理システム設置のために必要
とされるレイアウト及びその広さ
を示し、現在の施設以外の建屋に
移転する場合には、最低限それに
十分なスペース及び電源・ＬＡＮ
等の設備を確保するよう依頼し
た。
その後、12月上旬に、アルゼン
ティン側より、現在の施設（ブエ
ノス・アイレス市内）の８階にあ
るリモートセンシング・ＧＩＳ部
内でプロジェクトを実施すること
を決定したとの連絡があった。な
お、現在のリモートセンシング・
ＧＩＳ部の見取図は第３次短期調
査のミニッツに添付したとおりで
あるが、１ブロック程度広げるこ
とも検討中とのことである。

第１次短期調査時に、以下の費
用をアルゼンティン側で負担する
よう申し入れ、アルゼンティン側
の了解を得た。また、これらの費
用について、具体的な予算計画を
示すよう求めた。
（1）衛星データ取得費用（ＣＤ－
ＲＯＭ購入費用、輸送費用等、
実費のみ）

（2）現地調査用の旅費・雑費
（3）サンプル分析費用
（4）データ処理、現地調査の補助
要員の配置

（5）ワークショップ・セミナー開
催費用

（6）消耗品・光熱費等
また、アルゼンティン側が（現
在リモートセンシング・ＧＩＳ部
が有している年間約５万US ドル
の予算以外に）本プロジェクト用
の予算として年間10万USドルを
見込んでいることを確認し、この
金額で上記費用の負担は可能と判
断した。

第３次短期調査前に、アルゼン
ティン側から提出された予算計画
には、衛星データ取得費用が計上
されていなかったため、第３次短
期調査時に、データを日本からア
ルゼンティンに送る際に必要とな
るCD-ROM購入費用及び輸送料と
して、5,000USドルを追加するよ
う申し入れた。

左記を再確認する。

また、リモートセンシン
グ・ＧＩＳ部を１ブロック分
広げるべく、申請中であると
のことであったため、極力そ
れを確保し、プロジェクトと
リモートセンシング・ＧＩＳ
部共有の会議室として使える
ようにすることを提案した。

衛星データ取得費用につい
ては、より具体化し、「日本か
らアルゼンティンへのデータ
輸送費用」と記載した。
その他については、左記の
とおり再確認した。
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調査・協議項目 これまでの調査・協議結果 対処方針 調査・協議結果

アルゼンティン側は当該費用の
負担については同意したが、全体
金額の増額は不可能とのことであ
り、ソフトウェアメンテナンス予
算を減額し、その分の金額を
ASTERデータ輸送費用にあてるこ
とになった。
そのほかに、以下の点を変更し
た。
・当初アルゼンティン側が作成し
た予算計画は、2001年から2004
年までの４年分であったが、本
プロジェクトは2005年２月まで
実施する予定であるため、2004
年分予算の一部（２万USドル）
を2005年分予算とした。
・地質図だけでなく、テーマ図（鉱
床成因図）への衛星データ利用
も本プロジェクトの対象とする
のであれば、テーマ図分の費用
を追加すべきである、とのアル
ゼンティン側の判断により、現
地調査、化学分析の費用が変更
となった。

その結果、ミニッツに以下の予
算計画を添付した。
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調査・協議項目 これまでの調査・協議結果 対処方針 調査・協議結果

また、次の２点をミニッツ添付
の予算計画中に記載した。
・現地調査費、化学分析費につい
ては、18か月ごとに1：100,000
地質図４枚、1：250,000鉱床生成
図１枚を作成（つまり、プロジェ
クト終了時までに、地質図８枚、
鉱床生成図２枚が完成し、地質
図４枚、鉱床生成図１枚の作成
に着手している）するというス
ケジュールに基づいて、積算し
た。
・毎年４回のセミナー又はワーク
ショップを開催する。うち、２回
がブエノス・アイレス、残り２回
が地方で開催される。
・ＩＮＴＥＭＩＮでのＸ線分析、
現地調査用車両等については、
金額は明記できないが、アルゼ
ンティン側が負担する。

第１次短期調査時に、リモート
センシング部門、ＧＩＳ部門それ
ぞれの現有機材を確認し、そのリ
ストをミニッツAnnex 7のCategory
Bとして記載した。
また、現地調査用の調査用具（ハ
ンマー､携帯用ＧＰＳ等）、ワーク
ショップ・セミナー用機材（コピー
機、ＬＣＤプロジェクター等）に
ついては、アルゼンティン側で準
備するよう申し入れ、Annex 7 の
Category Cとして記載した。
第３次短期調査時にも、上記に
変わりないことを確認した。

第１次短期調査時に作成した
Tentative schedule of technical trans-
fer（暫定技術移転計画）をベース
にし、ＰＤＭの「活動」に沿った
形でＰＯ案を作成し、第３次短期
調査時に、アルゼンティン側と協
議の上、アルゼンティン側責任者
等を変更して、ミニッツに添付し
た。

上記ＰＯを基に、2001年度ＡＰＯ
を作成し、アルゼンティン側と確
認の上、ミニッツに添付した。

（4）機材

１－４ 活動計画
１－４－１ 全体活動
計画（ＰＯ）

１－４－２ 2001年度
活動計画
（ＡＰＯ）

左記を再確認する。

左記ＰＯを再確認する。

左記ＡＰＯを再確認する。

左記を再確認した。

左記ＰＯを再確認した。

左記ＡＰＯを再確認した。
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調査・協議項目 これまでの調査・協議結果 対処方針 調査・協議結果

２．プロジェクト実施
期間

３．モニタリング・評価
３－１ 指標・データ
入手手段

３－１－１プロジェクト
Ａ

（1）上位目標（先進
的衛星データを用
いた、鉱物資源探
査のための地質
図・テーマ図が、
ＩＧＲＭによって
整備される）

（2）プロジェクト
目標（ＩＧＲＭが、
鉱物資源探査のた
めの地質図・テー
マ図を作成するの
に、A S T E R 、
PALSARなどの先
進的衛星データを
活用できる）

第１次短期調査時のミニッツに
「Ｒ／Ｄで定めた日から４年間」
と記載し、第３次短期調査時にも
これを確認した。

以下に記載した指標・データ入
手手段をＰＤＭに記載し、第３次
短期調査時ミニッツに添付した。
これらの指標・データ入手手段に
つき、細部にわたって協議する時
間は取れなかったが、基本的な考
え方の説明は行った。

（1）指標
1）テーマ図がカバーする範囲が
拡大する。
2）テーマ図の種類が増える。
3）作成されたテーマ図をユー
ザー（他政府機関や民間企業）が
容易に利用できる仕組みが整っ
ている。

（2）データ入手手段
1）作成されたテーマ図の数
2）作成されたテーマ図の種類
3）ユーザーに対するアンケート

（1）指標
1）質の高い変質鉱物分類図、シ
リカ含有量別岩質区分図が作成
されている。

・目標レベル（どの程度の内容の
ものを「質が高い」と評価するの
か）について、プロジェクトの初
期段階において、専門家・Ｃ／Ｐ
間で確認し、なるべく明確化、具
体化する。

（2）データ入手手段
1）専門家による評価
・上記の目標レベルを基に評価す
る。

プロジェクト実施期間を
2001 年３月１日から４年間
とする旨をＲ／Ｄに記載す
る。

第３次短期調査時のプロ
ジェクト目標変更にあわせ、
指標・データ入手手段  1）に
は「テーマ図」だけでなく、
「地質図」も加える。

第３次短期調査時のプロ
ジェクト目標変更にあわせ、
以下のとおり変更する。左記
の「変質鉱物分類図、シリカ
含有量別岩質区分図」につい
ての評価は、成果３に含める
ことにする。

（1）指標
1）ASTER、PALSARのデー
タを利用して、実際に1：
100,000 地質図８枚、1：
250,000 鉱床生成図２枚が
作成されている。

左記のとおりＲ／Ｄ及びミ
ニッツに記載した。

左記のとおり説明し、アル
ゼンティン側の了解を得た。

指標2）と同様にすべく、指
標 3）のデータ入手手段にも
3）-a）として「日本人専門家
による評価」を追加した。
その他については、左記案
のとおり説明し、アルゼン
ティン側の了解を得た。
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調査・協議項目 これまでの調査・協議結果 対処方針 調査・協議結果

（3）成果
1）成果１（ＩＧＲＭ
において、衛星
データ活用体制が
確立される）

2）評価委員会による評価
・日本側、アルゼンティン側の双
方がノミネートした委員（変質
鉱物分類図やシリカ含有量別岩
質区分図の質を評価できる人）
により構成される。できれば、
プロジェクトに直接関与してい
る人（日本人専門家やアルゼン
ティン側Coordinator）ではな
く、間接的に関与している人が
望ましい。
・日本側委員としては、運営指導
調査団員や短期専門家等の形
で、国内委員会の委員を派遣す
ることが考えられる。
・アルゼンティン側委員として
は、ＩＧＲＭの各部局の局長や
テーマ図ユーザーが考えられる
が、特にこの点についてはアル
ゼンティン側の見解を確認する
必要がある。
・年１回程度の実施を想定して
いる。
・評価方法については、委員が決
定した後に検討する。

3）ユーザーに対するアンケート
・プロジェクト終盤１回程度の
実施を想定している。

アルゼンティン側は、特に「評
価委員会」の内容・構成に関心を
示したが、あくまでも上記案は現
時点での日本側のイメージであ
り、その詳細については、今後、日
本・アルゼンティン間で十分に協
議していく必要があると説明し
た。

（1）指標
１－１ 適当な人数・分野のＣ／Ｐ

が配置されている。
１－２ 適当な人数・分野の専門家

が配置されている。
１－３ 必要な予算が確保され、支

障なく支出されている。

（2）データ入手手段
１．投入実績

2）ASTER、PALSARデータ
の利用により、地質図・鉱
床生成図の精度が向上す
る。
3）ASTER、PALSARデータ
の利用により、地質図・鉱
床生成図作成作業の効率性
が向上する。

（2）データ入手手段
1）作成された地質図・テー
マ図の数
2）-a）日本人専門家による
評価
2）-b） 評価委員会による評
価
2）-c）ＤＧＲ、ＤＲＧＭの地
質技師に対するアンケート
3）-a）評価委員会による評
価
3）-b）ＤＧＲ、ＤＲＧＭの地
質技師に対するアンケート

また、「評価委員会」に関
し、アルゼンティン側の要望
等があれば聴取する。

「技術移転体制」ではなく
「衛星データ活用体制」の確
立に改めることに伴い、以下
のとおり変更する。

（1）指標
１－１ 衛星データ利用に必

要な人員が確保されて
いる。

１－２ 衛星データ利用に必
要な予算が確保されて
いる。

左記のとおり説明し、アル
ゼンティン側の了解を得た。
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調査・協議項目 これまでの調査・協議結果 対処方針 調査・協議結果

2）成果２（衛星デー
タ活用に必要な機
材・衛星データが
適切に利用、維持
管理される）

3）成果３（ＩＧＲＭ
の地質技師が、鉱
物資源探査のため
の地質図・テーマ
図作成に際して、
ASTER、PALSAR
等の先進的衛星
データを利用する
ために必要な技術
を習得している）

（1）指標
２－１ 機材の利用、管理計画が作

成され、実施されている。
２－２ 機材の利用、管理を行うの

に十分な予算が確保、支出
されている。

２－３ Ｃ／Ｐが機材の利用、管理
に関して十分な知識をもっ
ている。

（2）データ入手手段
２－１ 機材の利用計画、維持管理

計画
２－２ 機材利用、維持管理に係る

予算計画、執行状況
２－３ 技術移転状況モニタリング

シート
・プロジェクト開始後、技術移転
項目等を基にして専門家が作成
する。
・Ｃ／Ｐが習得すべき技術をなる
べく細分化し、各項目が習得され
たかどうか、専門家及びＣ／Ｐが
定期的（半年又は１年に１回程
度）に確認する。

（1）指標
３．該当するＣ／Ｐが技術移転項

目I～III.4、IV、VIIを習得し
ている。

（2）データ入手手段
３．技術移転状況モニタリング

シート

（2）データ入手手段
１．投入実績・計画

特に、この項目について
は、ほかにも見るべき点があ
ると思われるため、プロジェ
クト開始後も、プロジェクト
チーム内で協議し、適宜追加
する必要がある旨をアルゼ
ンティン側にも伝える。

左記を再確認する。

左記を再確認する。

左記を再確認した。

左記を再確認した。
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調査・協議項目 これまでの調査・協議結果 対処方針 調査・協議結果

（1）指標
４－１ セミナー､ワークショップに

多くの関係者やユーザーが
参加する。

４－２ セミナー､ワークショップの
参加者がリモートセンシン
グデータの有用性を理解し
ている。

（2）データ入手手段
５－１ セミナー､ワークショップの

参加者数記録
５－２ セミナー､ワークショップの

参加者に対するアンケート

（1）指標
1）テーマ図がカバーする範囲が
拡大する。
2）テーマ図の種類が増える。
3）作成されたテーマ図をユー
ザー（他政府機関等）が容易に利
用できるような仕組みが整って
いる。

（2）データ入手手段
1）作成されたテーマ図の数
2）作成されたテーマ図の種類
3）ユーザーに対するアンケート

（1）指標
１．該当するＣ／Ｐが技術移転項

目V、VI（ASTER、PALSAR
データによる環境調査・ハ
ザードエリア調査の導入・紹
介）を習得している。

（2）データ入手手段
１．技術移転状況モニタリング

シート
・環境・ハザードに関しては、基本
的に短期専門家が指導すること
になるため、このモニタリング
を行うのは短期専門家派遣時の
みになると思われる。

（1）指標
1）プロジェクトＡの成果１と同
様。
2）プロジェクトＡの成果２と同
様。
3）上記プロジェクト目標と同様。

左記を再確認する。

左記を再確認する。

左記を再確認する。

左記を再確認する。

左記を再確認した。

左記を再確認した。

左記を再確認した。

左記を再確認した。

4）成果４（セミ
ナー､ワークショ
ップを通じて、
リモートセンシン
グ技術の有用性が
関係者やユーザー
に理解される）

３－１－２プロジェクト
Ｂ

（1）上位目標
（ＩＧＲＭによっ
て、環境保護、防
災のためのテーマ
図が整備される）

（2）プロジェクト目
標（ＩＧＲＭが、環
境・ハザードマ
ップ作成に際して、
ASTER、PALSARな
どの先進的リモ
ートセンシングデ
ータをどのように
利用できるかを理
解している）

（3）成果
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調査・協議項目 これまでの調査・協議結果 対処方針 調査・協議結果

（1）指標
１．プロジェクトＡの成果１と同

様。

（1）指標
２．プロジェクトＡの成果２と同

様。

（1）指標
３．上記プロジェクト目標と同

様。

第１次短期調査時にアルゼン
ティン側に以下の内容を説明し、
ミニッツにも記載した。
また、第３次短期調査時に、ア
ルゼンティン側ではコーディネー
ターが主導すべきであることを説
明し、その点を書き加えた。

（1）Project Design Matrix（ＰＤＭ）
・投入から成果、成果からプロ
ジェクト目標、プロジェクト目
標から上位目標への多層的な因
果関係を明確にするためのフ
レームワークとして、プロジェ
クト計画段階でＰＤＭを作成す
る。
・短期調査時に作成した案に必要
に応じて修正を加え、実施協議
調査時のミニッツに添付する。
・（アルゼンティン側の）コーディ
ネーターと日本側専門家は、プ
ロジェクト開始後、初年度の計
画策定段階で、プロジェクト目
標や成果の指標及びターゲット
を可能な限り客観的に把握可能
なものにすべく、再度検討する。
・日本・アルゼンティン間の更な
る協議により、必要に応じてＰ
ＤＭの見直し、修正を引き続き
行っていく。

左記を再確認する。

左記を再確認する。

左記を再確認する。

左記を再確認する。
また、左記に加え、以下の
点を説明する。
・活動の進捗状況はＰＯ・
ＡＰＯに基づき、目標・成
果の達成度はＰＤＭの指標
に基づいて確認するが、必
要に応じてその他の計画管
理表を作成・使用する。

1）成果１（ＩＧＲＭ
において、衛星
データ活用体制が
確立される）

2）成果２（衛星デー
タ活用に必要な機
材、先進的衛星
データが適切に利
用、維持管理され
る）

3）成果３（ＩＧＲＭ
の地質技師が環
境・ハザードマッ
プ作成に際して、
ASTER、PALSAR
データをどのよう
に利用できるかを
理解している）

３－２ モニタリング計
画

左記を再確認した。

左記を再確認した。

左記を再確認した。

左記を再確認した。
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調査・協議項目 これまでの調査・協議結果 対処方針 調査・協議結果

（2）モニタリング
・プロジェクトの進捗状況及び達
成度を把握し、必要に応じて計
画の修正を行うため、一義的に
は（アルゼンティン側の）コー
ディネーターと日本側専門家に
より、ＰＤＭに基づいた定期的
モニタリングが実施される必要
がある。
・プロジェクト開始後６か月以内
に、（アルゼンティン側の）コー
ディネーターと日本側専門家は、
ミニッツに案を添付したモニタ
リング計画・体制を確立する。ま
た、それ以降６か月ごとにモニ
タリングを実施し、その結果を
関係機関・関係者に報告する。

第１次短期調査時にアルゼン
ティン側に次のとおり説明し、ミ
ニッツにも記載した。
第３次短期調査時にも、これを
確認した。

・プロジェクトの評価は評価５項
目（目標達成度、効率性、インパ
クト、計画の妥当性、自立発展
性）に基づいて実施される。
・プロジェクトの達成度を調査し、
必要に応じて計画を修正するた
め、プロジェクト期間の中間時
点において、日本・アルゼンティ
ン合同での中間評価を実施する。
・プロジェクトの達成度を調査す
るため、プロジェクト期間終了
の約６か月前に終了時評価を実
施する。

第１次短期調査時のミニッツに
は次のとおり記載した。
・ＳＥＧＥＭＡＲの President が
Project Directorとして、プロジェ
クトの目的を達成するために必
要な調整及び対応に関する責任
を負う。
・ＩＧＲＭのDirector が Project
Managerとして、運営に関する事
項や技術的事項に関する責任を
負う。

左記を再確認した。

左記を再確認した。
また、Project Director を
チーフアドバイザーのＣ／Ｐ
として位置づけることについ
ても、アルゼンティン側の了
解を得た。

３－３ 評価計画

４．プロジェクトの実施
体制
４－１ プロジェクト組
織

左記を再確認する。

左記を再確認する。
また、これまでのミニッツ
に添付した組織図では、
Project ManagerとCoordinator
をチーフアドバイザーの
Ｃ／Ｐにしていたが、Project
DirectorもＣ／Ｐとして位置
づけるよう申し入れる。
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調査・協議項目 これまでの調査・協議結果 対処方針 調査・協議結果

・広域地質局（ＤＧＲ）Director及
びリモートセンシング・ＧＩＳ
部Acting Director が Coordinator
として、運営に関する事項や技
術的事項に関し、Project Manager
を補佐する。
（本プロジェクトでは、リモート
センシング・ＧＩＳ部のみならず、
広域地質局（ＤＧＲ）、地質・鉱物
資源局（ＤＲＧＭ）や環境・応用
地質局（ＤＧＡＡ）等、複数の部
署のスタッフに対して技術移転を
行うことを考慮し、Coordinatorを
置いた。）

第３次短期調査時の協議の結果、
リモートセンシング・ＧＩＳ部
Acting Director、ＤＧＲのDirector
に加え、ＤＲＧＭ及びＤＧＡＡの
Director も Coordinator とすること
になった。
また、Coordinatorの役割をなる
べく明確にすべく、次のとおり具
体化し、アルゼンティン側の同意
を得て、ミニッツに記載した。

・アルゼンティン側Coordinatorは
日本側チーフアドバイザー及び
業務調整員のＣ／Ｐとして、プ
ロジェクトの活動をスムーズに
進めるための、計画策定及び進
捗管理、人員配置、予算確保、関
係機関・部署との調整に係る責
任を負う。

第１次短期調査時にミニッツに
記載した内容に若干修正を加え、
第３次短期調査時ミニッツに以下
のとおり記載した。

（1）機能
最低限年１回、また必要が生じ
た時ならいつでも開催される。具
体的な機能は次のとおり。
・Ｒ／Ｄのフレームワークにのっ
とって作成されたＴＳＩ及びＰＯ
に沿って、ＡＰＯを策定する。
・双方が取るべき措置に係る調整
を行う。
・ＴＳＩ及びＰＯに沿って、全体
的な進捗状況の確認を行う。
・プロジェクトに起因し、または
関連して生じた主要な課題につ
いての意見交換を行う。

左記を再確認する。 左記を再確認した。４－２ 合同調整委員
会
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調査・協議項目 これまでの調査・協議結果 対処方針 調査・協議結果

（2）構成
次のとおり。
1）議長：ＳＥＧＥＭＡＲのPresi-
dent (Project Director)
2）構成員
＜アルゼンティン側＞
・ＩＧＲＭ Direc to r  (P ro jec t
Manager)
・リモートセンシング・ＧＩＳ部
（ＳＲ ｙ ＳＩＧ）Acting Direc-
tor
・広域地質局（ＤＧＲ）Director
・地質・鉱物資源局（ＤＲＧＭ）
Director
・環境・応用地質局（ＤＧＡＡ）
Director
・地方支所調整部（ＣＴＤＲ）
Coordinator
・（必要に応じ）その他関係者
＜日本側＞
・チーフアドバイザー
・業務調整員
・チーフアドバイザーが指名し
た専門家
・ＪＩＣＡアルゼンティン事務
所の代表者
・（必要に応じ）ＪＩＣＡが指名
又は派遣したその他関係者
＊大使館員がオブザーバーとし
て出席する可能性もある。

第３次短期調査時に、Ｒ／Ｄの
ひな型をアルゼンティン側に示
し、内容を説明した。

上記の内容に基づき、別添
のとおりＲ／Ｄ案を作成し
ている。
記載項目は以下のとおり。

（本文）
１．両政府間の協力
２．日本政府の取るべき措置
３．アルゼンティン政府の取
るべき措置
４．プロジェクト管理
５．合同評価
６．日本側専門家に対するク
レーム
７．相互の協議
８．プロジェクトへの理解及
び支援を促進するための方
策
９．協力期間

アルゼンティン側の了解を
得て、当方案どおりの内容で
署名交換を行った。

５．討議議事録
（Record of
Discussions：
Ｒ／Ｄ）
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調査・協議項目 これまでの調査・協議結果 対処方針 調査・協議結果

（添付書類）
１．マスタープラン
スーパーゴール、上位目
標、プロジェクト目標、成果
のみ記載。
２．日本側専門家リスト
長期専門家４名の分野の
み記載し、その他の個々の技
術の専門家が必要に応じて
派遣されることを付記して
いる。
３．機材リスト
「プロジェクト実施に必要
な機材」「プロジェクトの効
果的かつ円滑な実施に必要
と双方が見なすその他の機
材」の２点を記載し、機材の
内容・仕様・品質について
は、日本側の各年度に割り当
てられた予算の範囲内で、双
方で協議して決定すること
を付記している。
４．アルゼンティン側Ｃ／Ｐ
及び管理職のリスト
Project Director、Project
Manager、Coordinator４名、技
術面のＣ／Ｐ、その他プロ
ジェクト実施に必要な支援
要員、を記載している。
５．施設・設備リスト
日本側専門家及びアルゼ
ンティン側Ｃ／Ｐの部屋、会
議室、講義室、供与機材用の
施設・設備・サイト、技術移
転のための設備・サイト､そ
の他プロジェクト実施に必
要な設備・サイトを記載して
いる。
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調査・協議項目 これまでの調査・協議結果 対処方針 調査・協議結果

左記の内容をより詳細にし
た表（付属資料８）に基づき、
アルゼンティン側に説明し
た。ただし、アルゼンティン
側で購入するケースは必ずし
もプロジェクト終了後に限ら
ないと思われたため、（3）に
ついては時期を明記しなかっ
た。

また、ミニッツには次のと
おり記載した。
・日本側はプロジェクト期間
中の技術移転に必要な
ASTERデータを供与する。
技術移転に必要なデータの
範囲は、アルゼンティン側
の要望と日本側専門家の助
言を踏まえ、日本側関係機
関が決定する。データ供与
時期は、ＥＲＳＤＡＣによ
り質の良いデータが相当数
そろったあとの、プロジェ
クトの中盤又は後半を予定
している。
・アルゼンティン側は日本側
が供与するデータ以外の
ASTER データに係る費用
を負担する。
・日本側が供与するまでの間
の技術移転に必要となる
ASTERデータは、ASTER
Announcement of Research
Opportunity（ＡＲＯ）によ
り無償で入手されることが
望ましい。ＡＲＯとは、
ＥＲＳＤＡＣにより実施さ
れる共同研究プログラムで
ある。ＡＲＯに参加するた
めに、プロジェクト開始後、
日本側専門家と協議の上、
アルゼンティン側が、ＥＲ
ＳＤＡＣに対して申請を提
出する。また、アルゼンティ
ン側はＡＲＯで提供された
データを日本からアルゼン
ティンに輸送する費用を
ＥＲＳＤＡＣに対して支払
う。

次の方法で入手すること
をアルゼンティン側に説明
する。

（1）初年度・第２年度
共同研究、ASTER Sci-

ence Team枠の２つの方法
により、無償で入手。ただ
し、外部への再配布は不
可。
共同研究に係る申請は、

アルゼンティン側から提出
するよう依頼する。

（2）第３年度
（1）で入手済のものも含
め、プロジェクトでの技術
移転に必要なデータを供与
機材として購入する。

（3）プロジェクト終了後
（2）で購入しなかった分
はアルゼンティン側で購入
する。

６．ASTERデータの
入手方法

これまでの短期調査の際に、ア
ルゼンティン側に説明した内容は
以下のとおり。
・データ自体は無償だが、CD -
ROM代やアルゼンティンまでの
輸送費は、アルゼンティン側で
負担してもらう必要がある。
・良質のデータが入手できるかど
うかは、天候次第であるため、ア
ルゼンティン側がモデルサイト
として希望する地域のデータが
確実に入手できるとは確約でき
ない。
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調査・協議項目 これまでの調査・協議結果 対処方針 調査・協議結果

７．周辺国への技術
移転

８．プロジェクトドキュ
メント

本プロジェクトで移転される技
術は周辺諸国でもまだ導入されて
いない先進的なものであるため、
周辺諸国においても技術移転ニー
ズがあり得ると考えられる。
このため、第３次短期調査時に、
広域技術協力推進費（プロジェク
ト期間中）や第三国研修（プロジェ
クト期間中～終了後）といったス
キームを用い、日本・アルゼンティ
ン間でのコストシェアリングで周
辺国（チリ、ブラジル、ペルー等
が考えられる）に対する技術移転
を行うことに関し、アルゼンティ
ン側（国際協力庁、ＳＥＧＥＭＡＲ）
の意向を確認した。
その結果、国際協力庁からは、
南々協力には関心をもっており、
今後、具体的に検討していきたい
との回答があった。

ＳＥＧＥＭＡＲからは既にチリ､
ブラジル､ウルグァイ､ボリヴィア
との技術協定を結んで技術提供や
合同会議を行っており、本プロ
ジェクトの成果に係る周辺国への
技術移転についても、特に問題は
ないとの回答があった。

第１次・第２次短期調査の結果
に基づき、日本側案を作成し、第
３次短期調査時にプロジェクトド
キュメントの趣旨、目的を説明の
上、同案を提示し、アルゼンティ
ン側の見解や希望を聴取した。
そのコメント及び第３次短期調
査の結果を踏まえ、別添のとおり
修正案を作成した。

別添案に対するアルゼン
ティン側のコメントを再度
聴取し、必要に応じて修正の
上、ミニッツに添付する。
なお、実施協議調査前に同
案をアルゼンティン側に送
付しておくこととする。

アルゼンティン側の了解を
得て、当方案どおりミニッツ
に添付した。
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第３章　調査団所見第３章　調査団所見第３章　調査団所見第３章　調査団所見第３章　調査団所見

本件実施協議調査団は、12月18日から21日までの間、アルゼンティンに滞在し、地質鉱業調査

所（ＳＥＧＥＭＡＲ）及び地質鉱物資源研究所（ＩＧＲＭ）などの諸機関と協議を行い、計画実施

に関する基本的事項について合意を得たので、21日にＲ／Ｄ及びＭ／Ｍを署名・交換した。ここに

その概要、所感を報告する。

１．ASTERデータの取得方法の確認

本計画に関しては、これまでの３次にわたる短期調査により、計画の基本的事項に関しておおむ

ね合意されていたため、協議期間が短いにもかかわらず、比較的順調に協議が行えた。

唯一懸念されていた課題であるASTERデータの取得方法の確認に関しては、今回新たに、（1）

プロジェクト期間中に技術移転に必要となるASTERデータについては我が方から提供すること、

（2）必要な範囲の判断は日本側が行うこと、（3）日本側提供以外のデータはアルゼンティン側で購

入すること、の３点を我が方から提案した。対処方針作成時点では、アルゼンティン側がすべての

データを日本側から提供してもらえるものと思っている可能性があり、協議の成り行きによっては、

1）技術移転に必要なデータはできるだけ多く提供する心づもりであること、2）技術移転に必要な

範囲は日本・アルゼンティン双方が協議の上決定すること、の２段階の譲歩案を提案する予定でい

た。ところが当方からの当初提案に際し、アルゼンティン側で購入する分とは当然のことながら必

要と考えられる部分である、との補足説明を行ったところ、すんなり了解が得られた。このため、

上記の譲歩案は提示しないで済んでいる。

なお、現時点の考えでは、技術移転に必要な範囲とは、かなり広い範囲に及ぶものと予想してい

る。これは、1）衛星データを実際に活用するためには膨大なデータの管理技術が必要となり、こ

れに習熟しておく必要があること、2）多様な地質的特徴と衛星データとの関連づけにはできるだ

け多くのデータから相関関係をとることが望ましいこと、等の理由による。実際には、技術移転の

進捗状況、先方の要望、専門家の見解、ＪＩＣＡ側の予算等から決定されようが、本プロジェクト

を成功させるためにはできるだけ多くのデータを提供することが望ましい、というのが調査団の見

解である。

２．プロジェクト・ドキュメントの作成

ＪＩＣＡとしては、ＯＤＡ案件に関しても事前評価を充実するとの方針を受け、案件の背景・必

要性、案件の概要、予想される効果などを記したプロジェクトドキュメントを作成することとした。

本件はその第１号案件として、これまで３回にわたり実施した調査結果をプロジェクトドキュメン
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トとして取りまとめ、先方との確認も行った。手前味噌になるが、関係者の協力、担当者の努力に

より、第１号案件として、また、手作りで取りまとめたものとしては比較的完成度の高いドキュメ

ントができたのではないかと自負している。今後のプロジェクトドキュメントの参考としてもらえ

ると幸いである。

３．全体的印象

プロジェクト方式技術協力が成功するためにはいくつかの要因がある。例えば、先方に技術習得

に関する強い熱意があること、実施機関がしっかりしていること、技術移転計画をしっかり設計す

ること、技術力を有し技術協力に理解のある専門家を選任すること、等が事前段階での重要な要素

である。これに照らすと、本件はいずれの条件も満足していると考えられ、実りのある技術協力に

なるのではないかとの予感がする。今後は赴任する専門家の活躍と国内支援委員会の協力を期待す

るとともに、ＪＩＣＡとしても十分な後方支援を行っていきたい。
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